
青森労働局からのお知らせ 
 

令和４年 12 月２日 

12 月は「職場のハラスメント撲滅月間」です！ 

  
～青森労働局において「ハラスント対応特別相談窓口」を開設～ 

 
厚生労働省では、12 月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのな

い職場づくりを推進するための事業を全国的に実施しています。 

令和２年６月１日に施行された労働施策総合推進法において、事業主に対して職場に 

おけるパワーハラスメント防止対策が義務付けられ、中小企業を含む全企業について令 

和４年４月１日から適用となりました。 

青森労働局においては、職場におけるハラスメントに関する相談等を受け付ける「ハ 

ラスメント対応特別相談窓口」を開設し、総合的なハラスメントの相談窓口として相談 

に対応しています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「職場におけるハラスメント」について、青森労働局のホームページでもご確認いただけ

ます。 

  URL はこちら 

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00299.html 
 

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 ＜電話番号＞０１７－７３４－４２１１ 

関係資料：リーフレット（別添１、２） 

 

 

 

 

 

 

【ハラスメント対応特別相談窓口】 
 相談窓口：青森労働局雇用環境・均等室 TEL ０１７－７３４－４２１１ 

設置期間：令和４年 12 月１日（木）～令和４年 12 月 28 日（水） 
 受付時間：８：３０～１７：１５（土日を除く） 
 相談内容：職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・ 

出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント、取引先や顧客等 
からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）に関する 
相談、就職活動中の学生からのハラスメントに関する相談及び新型コ 
ロナウイルス感染症に関連した職場におけるいじめ・嫌がらせに関す 
る相談等 



 

人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のご案内 

【継続掲載】 

事業主等が雇用する労働者に職務に関連した訓練計画に沿って訓練を実施した場合、訓

練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する人材開発支援助成金という助成制度があ

り、令和４年４月に「人への投資促進コース」が創設されました。 

当該コースには「ＩＴ分野未経験者の即戦力化のための訓練」「デジタル分野など高度人

材の育成のための訓練」「定額制の研修サービスによる訓練」など、企業のイノベーション

の促進や事業運営に資する人材育成を行う事業主に対する助成メニューや、「労働者が自発

的に受講した訓練費用を負担する事業主」「働きながら訓練を受講するための休暇制度や短

時間勤務等制度を導入する事業主」など、労働者の自発的な職業能力開発を促進する事業

主に対する助成メニューがあります。 

また、令和４年９月及び 10 月に利用しやすくするための制度の見直しが行われました。 

詳しくは、厚生労働省の人材開発支援助成金のページをご覧ください。 

URL はこちら 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufuk

in/d01-1.html 

お問い合わせ先：職業安定部職業対策課 ＜電話番号＞０１７－７２１－２００３ 

関係資料：リーフレット（別添３～５） 


